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□ “計画の目標量と配置計画” の考え方

“計画の目標量と配置計画” では、上位計画 ( 大磯町第三次総合計画等 ) などを参考
に目標年次 ( 平成 32年 ) の人口を設定します。この設定人口から、「緑地の確保目標水
準 ( 国 )」、「都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準」、「国の緑地確保目標
量及び計画標準」を参考に、本町として目指すべき「計画の目標量」を設定します。こ
れにより各施設緑地の必要量を検討し、「計画の基本理念と基本方針」、「緑の将来像」
などの基本的な方向性に沿って、「現況調査 ( 都市特性・緑と水辺の特性・現況緑地の
解析評価 )」や「関連計画」などに基づき「総合的な緑地の配置計画」を立案します。
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１. 計画のフレーム
計画に関わる人口と市街地の規模について、「大磯町第三次総合計画」と「大磯町都

市マスタープラン」、「大磯都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に基
づき、県の「かながわ新総合計画 21」を参考に ( 県人口は 2009 年にピーク )、目標
年次の平成 32年に都市計画区域の人口約 3.6 万人、市街地の規模については現状のま
ま移行するとし、都市計画区域面積約 1,723.0ha と設定します。

２. 緑地の確保目標量

目標年次の平成 32年 ( 西暦 2020 年 ) における緑地の確保目標量は、概ね施設緑地と
地域制緑地を合わせた緑地の確保目標量を市街地面積 ( 市街化区域 +隣接する緑地 ) の約
47%、施設緑地を一人当たり約 52㎡と設定します。その他、公共公益施設や民有地の緑
化により緑地の確保を行います。

13 162.05 ha 24.52% 661.00 ha

32 361.25 ha 47.28% 764.10 ha
* + ( )+ ( )+ ( )

661.0=548.0+43.7+69.3 764.10=548.0+43.7+69.3+103.1

* + ( )+ ( )+ ( )

162.05=49.05+43.7+69.3 361.25=145.15+43.7+69.3+103.1

( )

( / )

50.93 ha 15.77 3.23

(15.95) (4.94)

187.17 ha 51.99 3.60

(133.99) (37.22)
*

*

13

32

将来市街地の面積に対して概ね 30%以上とすることが望ましい。

住民一人当たり面積を 20㎡以上とすることが望ましい。
( 都市計画区域の市街地内における都市公園の整備目標 10㎡ / 人程度 )

緑の施策大綱平成６年７月　旧建設省　現国土交通省

国土建設の基本構想　旧建設省都市局公園緑地課

〔参考〕

12 22 32

32,259 36,000 36,000

32,259 36,000 36,000

28,662 31,986 31,986

3,597 4,014 4,014

* 17
12

ha

12 22 32

1,723.0 1,723.0 1,723.0

1,723.0 1,723.0 1,723.0

548.0 548.0 548.0

1,175.0 1,175.0 1,175.0

*
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都市緑化目標については、現状の緑化状況を踏まえつつ、目標年次において、
公共公益施設の緑化率 ( 敷地面積に対する緑化の面積の割合 ) を約 25%、民有
地の住宅地で約 20%、商業地約 5%を達成することを目標とします (「大磯町ま
ちづくり条例施行規則」参考 )。
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“基本理念”、“基本方針”、“緑の将来像” に基づき、「大磯の水 ( 海と川 ) と緑 ( まちと山 )
の現状と課題」などをベースとして、緑地の総合的な配置を図ります。

３. 総合的な緑地の配置計画

計画の基本方針

基本方針 １
海と山とまちの骨格を
つくる

基本方針 ２
暮らしの中に緑を育む

基本方針 ３
歴史・文化を繋げる
緑を創造する

基本方針 ５
海と山を育てる

基本方針 ４
海と山の交流を形成する

緑の将来像

■緑地の配置の考え方

水と緑の暮らしのゾーン

緑の環境ゾーン

緑の軸

緑の将来像

広がる海と緑豊かな山が語り合うまち　大磯

水と緑の特性と課題

環境保全の特性

レクリエーションの特性
防災の特性

景観構成の特性
緑とまちの変遷の特性

緑地の保全と緑化の推進による緑地 ( 地域制緑地 )

総合的な緑地の配置計画

緑の拠点

水と緑の拠点

水の軸

緑の環境軸 水 ( 海 ) の環境軸

緑のネットワーク

緑地の確保目標量

緑地の確保目標

都市公園等によ
る緑地

緑化目標

都市公園等による緑地 ( 施設緑地 )

民有地等の緑化

まちの拠点
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( )
( 13 ) ( 32 )

(ha) / (ha) / (ha) / (ha) /

36 3.85 1.34 38 4.31 1.33 46 6.35 1.98 48 6.81 1.89

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 4.00 1.25 2 4.00 1.11

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 11.70 3.25

36 3.85 1.34 38 4.31 1.33 48 10.35 3.23 51 22.51 6.25

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 3.20 1.00 1 8.70 2.42

1 7.00 2.44 2 10.70 3.31 1 7.00 2.19 2 101.80 28.28

6 0.94 0.33 6 0.94 0.29 7 0.98 0.31 7 0.98 0.27

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

43 11.79 4.11 46 15.95 4.94 57 21.53 6.73 61 133.99 37.22

11 4.49 1.56 18 34.98 10.83 14 13.39 4.18 21 53.18 14.77

54 16.28 5.67 64 50.93 15.77 71 34.92 10.91 82 187.17 51.99

27 7.58 2.64 44 86.52 26.79 27 7.58 2.37 45 92.32 25.64

81 23.86 8.31 108 137.45 42.55 98 42.50 13.28 127 279.49 77.64

28.7 32.0

32.3 36.0

32.3 36.0

548.00 ha 548.00 ha

1,723.00 ha 1,723.00 ha

4.94 / 37.22 /

緑地配置の考え方に基づき、目標年次 ( 平成 32 年、西暦 2020 年 ) において次のように
総合的な緑地の配置を図ります。

(1) 都市公園等による緑地 ( 施設緑地 ) の配置

○住区基幹公園 ( 街区公園・近隣公園・地区公園 )
現在まで街区公園は、38箇所が整備されて、町民の身近な暮らしの憩いの場として
機能しています。今後は、利用が不便な地区を中心に、誘致圏に基づいて新たに 10箇
所を配置します。
近隣公園は現状で未整備で、市街地に利用が不便な地区が広がっています。このこ

とから、市街地の状況や学校区などのコミュニティ、災害時の一次避難場所としての
役割などを考慮し、誘致圏に基づいて、新たに２箇所を配置します。

○都市基幹公園 ( 総合公園・運動公園等 )
運動公園については、市民の多様なスポーツやレクリエーションニーズに対応して、

現在、整備中の大磯運動公園の早期整備を図ります。

○特殊公園
風致公園として城山公園 (7.00ha) が整備され、高麗山公園の一部 (3.70ha) が供用し

ています。今後は、関係機関との調整を図りつつ、高麗山公園の整備を進めます。

○都市緑地
6 箇所の都市緑地 (0.94ha) の維持を図るとともに、新たな緑地の指定を図ります。

○広域公園
広域公園として、湘南海岸公園 (8.70ha) の現状を把握し、関係機関との調整を図り、

整備を検討します。
これら施設緑地の配置を示した図を次の頁に掲示します。
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○その他
公共公益施設の整備や一定規模の開発においては、一定水準の公園緑地を確保す

るとともに、積極的な緑化を図ります。合わせて、既存の施設においても緑化推進
を図ります。
住民参加による公園の整備計画の策定や住民の協力による維持管理体制の推進、

ユニバーサルデザインの導入による高齢者や障害者に対応した施設仕様など、町民
が安心して、安全に利用できる施設づくりを進めます。
都市施設整備の残地や市街地の空き地などについて、住民に身近なオープンスペ

ース、憩いの場として整備を検討します。

(2) 緑地の保全と緑化の推進による緑地 ( 地域制緑地 ) の配置
○市街地

市街地においては、新たに緑地保全地区や風致地区の指定を図り、風致と美観の
維持を図るとともに、特色ある市街地の巨木、古木などを保護・保全する方法を検
討します。また、歴史的な資源の継承を図るために名勝地の指定を継続するととも
に、協定や条例などによる緑化の推進を図ります。
○市街地に隣接する緑地

市街地周辺、丘陵地の斜面緑地や市街地内の連担した樹林地などは、市街地内の
貴重な緑地として、緑地保全地区や風致地区として保全を図ります。丘陵地の自然
環境保全地域や海岸部の海岸保全区域の維持を図るとともに、良好な農地は農業振
興地域としての保全を継続的に図ります。
これら地域制緑地の配置を示した図を次の頁に掲示します。

( )
( 13 ) ( 32 )

(ha) / (ha) / (ha) / (ha) /

0 0.00 0 0.00 5 4.97 5 8.03

0 0.00 0 0.00 5 4.97 5 8.03

0 0.00 0 0.00 2 82.73 3 373.63

0 0.00 0 0.00 2 79.36 3 272.41

9.00 42.24 9.00 42.24

9.00 42.24 0.96 12.52

0 0.00 297.00 0 0.00 251.13

0 0.00 297.00 0 0.00 239.83

1 1.20 3 71.30 1 1.20 3 71.30

1 1.10 3 39.02 0 0.00 1 0.40

1 3.70 1 47.40 1 3.70 1 47.40

1 3.70 1 35.84 1 3.70 1 28.38

2 7.40 3 16.80 3 7.40 3 16.80

2 7.40 3 16.80 0 0.00 0 0.00

4.50 493.33 4.50 493.33

1.69 379.65 0.97 189.93

2 2.69 2 2.69 4 4.28 4 4.28

2 2.30 2 2.30 4 0.25 4 0.25

3 0.64 6 24.34 24 15.12 40 129.42

0 0.00 0 0.00 11 12.44 22 19.27

0.00 0.00 0.00 0.00

25.19 812.85 102.65 771.02

81 23.86 8.31 108 137.45 42.55 98 42.50 13.28 127 279.49 77.64

49.05 950.30 145.15 1050.51

28.7 32.0

32.3 36.0

32.3 36.0

661.0 ha 764.1 ha

548.00 ha 548.00 ha

1,723.00 ha 1,723.00 ha

24.52 47.28

8.95 26.49

55.15 60.97

*
* ( )
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( 13 ) ( 32 )

(ha) / (ha) / (ha) / (ha) /

36 3.85 1.34 38 4.31 1.33 46 6.35 1.98 48 6.81 1.89

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2 4.00 1.25 2 4.00 1.11

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 11.70 3.25

36 3.85 1.34 38 4.31 1.33 48 10.35 3.23 51 22.51 6.25

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 1 3.20 1.00 1 8.70 2.42

1 7.00 2.44 2 10.70 3.31 1 7.00 2.19 2 101.80 28.28

6 0.94 0.33 6 0.94 0.29 7 0.98 0.31 7 0.98 0.27

0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00

43 11.79 4.11 46 15.95 4.94 57 21.53 6.73 61 133.99 37.22

11 4.49 1.56 18 34.98 10.83 14 13.39 4.18 21 53.18 14.77

54 16.28 5.67 64 50.93 15.77 71 34.92 10.91 82 187.17 51.99

27 7.58 2.64 44 86.52 26.79 27 7.58 2.37 45 92.32 25.64

81 23.86 8.31 108 137.45 42.55 98 42.50 13.28 127 279.49 77.64

0 0.00 0 0.00 5 4.97 5 8.03

0 0.00 0 0.00 5 4.97 5 8.03

0 0.00 0 0.00 2 82.73 3 373.63

0 0.00 0 0.00 2 79.36 3 272.41

9.00 42.24 9.00 42.24

9.00 42.24 0.96 12.52

0 0.00 297.00 0 0.00 251.13

0 0.00 297.00 0 0.00 239.83

1 1.20 3 71.30 1 1.20 3 71.30

1 1.10 3 39.02 0 0.00 1 0.40

1 3.70 1 47.40 1 3.70 1 47.40

1 3.70 1 35.84 1 3.70 1 28.38

2 7.40 3 16.80 3 7.40 3 16.80

2 7.40 3 16.80 0 0.00 0 0.00

4.50 493.33 4.50 493.33

1.69 379.65 0.97 189.93

2 2.69 2 2.69 4 4.28 4 4.28

2 2.30 2 2.30 4 0.25 4 0.25

3 0.64 6 24.34 24 15.12 40 129.42

0 0.00 0 0.00 11 12.44 22 19.27

29.13 995.10 132.90 1437.56

25.19 812.85 102.65 771.02

0.00 0.00 0.00 0.00

49.05 950.30 145.15 1050.51

28.7 32.0

32.3 36.0

32.3 36.0

661.00 ha 764.10 ha

548.00 ha 548.00 ha

1,723.00 ha 1,723.00 ha

24.52 47.28

8.95 26.49

55.15 60.97

4.94 / 37.22 /
*
* + (43.7ha) (69.3ha)

(103.1ha)
* +


